
提

出

者

井

上

和

雄

平
成
十
三
年
二
月
二
十
一
日
提
出

質

問

第

二

七

号

地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
交
通
安
全
対
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
交
通
安
全
対
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書

我
が
国
の
交
通
事
故
発
生
件
数
は
増
加
の
一
途
を
た
ど
り
、
痛
ま
し
い
事
故
も
後
を
絶
た
な
い
。
交
通
事
故
対
策
を
推
進
し

て
い
く
上
で
は
各
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
地
道
か
つ
緻
密
な
努
力
が
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
り
、
交
通
安
全
対
策
基
本
法
第
四

条
に
お
い
て
も
地
方
公
共
団
体
の
責
務
を
明
確
に
し
て
い
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

交
通
事
故
対
策
を
推
進
し
て
い
く
上
で
、
各
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
交
通
安
全
に
関
す
る
条
例
制
定
、
交
通
安
全
対
策
会

議
設
置
、
交
通
安
全
計
画
作
成
な
ど
の
施
策
が
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
現
状
は
ま
だ
多
く
の
自
治
体
で
そ
の
よ
う
な
施

策
が
と
ら
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
事
に
つ
い
て
政
府
と
し
て
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

二

交
通
安
全
に
関
す
る
条
例
制
定
、
交
通
安
全
対
策
会
議
設
置
、
交
通
安
全
計
画
作
成
な
ど
の
交
通
事
故
対
策
を
行
っ
て
い

な
い
各
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
政
府
と
し
て
今
後
ど
の
よ
う
に
交
通
安
全
対
策
の
推
進
を
促
し
て
い
く
所
存
か
、
明
ら
か

に
さ
れ
た
い
。

三

交
通
安
全
に
関
す
る
条
例
を
制
定
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
が
ど
の
程
度
あ
る
の
か
。
と
も
に
、
制
定
し
て
い
る
地
方
公

共
団
体
名
を
す
べ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

一



四

交
通
安
全
対
策
基
本
法
第
十
八
条
に
基
づ
き
、
交
通
安
全
対
策
会
議
を
設
置
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
が
ど
の
程
度
あ
る

の
か
。
と
も
に
、
設
置
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
名
を
す
べ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

交
通
安
全
対
策
基
本
法
第
二
十
六
条
に
基
づ
き
、
交
通
安
全
計
画
を
作
成
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
が
ど
の
程
度
あ
る
の

か
。
と
も
に
、
作
成
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
名
を
す
べ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


